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船舶事故調査報告書 

 

 

船 種 船 名 モーターボート 昭祐丸 

船 舶 番 号 ２４１－１５３３２静岡 

総 ト ン 数 ５トン未満（長さ８.５５ｍ） 

 

船 種 船 名 モーターボート BIG BRIDGE 

船 舶 番 号 ２４０－１３０７２静岡 

総 ト ン 数 ５トン未満（長さ７.１８ｍ） 

 

事 故 種 類 衝突 

発 生 日 時 平成２０年７月２０日 ０５時３０分ごろ 

発 生 場 所 静岡県静岡市清水港  

清水真埼灯台から真方位３４６°１,４００ｍ付近 

           （概位 北緯３５°２.０′ 東経１３８°３０.８′） 

 

 

                       平成２１年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 モーターボート昭
しょう

祐
ゆう

丸は、船長１人が乗り、静岡県清水港内を南進中、モーター  

ボートBIG
ビッグ

 BRIDGE
ブ リ ッ ジ

は、船長が友人１人を乗せ、同港内を東進中、平成２０年７月２０

日（日）０５時３０分ごろ、清水港興津第２ふ
・

頭沖で両船が衝突した。 

 BIG BRIDGE は、同乗者が右肩腱板損傷などを負い、左舷船尾部外板を損壊し、昭

祐丸は、船首部外板に破口を伴う凹損を生じた。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を横浜地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１２月９日、１０日 口述聴取及び現場調査 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、昭祐丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以下

「船長Ａ」という。）、BIG BRIDGE（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」

という。）及びＢ船の同乗者（以下「同乗者Ｂ」という。）の口述によれば、次のとお

りであった。 

(1) Ａ船 

    Ａ船は、主に海釣りに使用する漁船型モーターボートで、平成２０年７月 

２０日０５時２５分ごろ、船長１人が乗り、船底外板などに付着した汚れを

航走しながら除去する目的で、静岡県静岡市清水区興津清見寺町所在の船だ

まり（以下「清見寺船だまり」という。）を発し、清水港外防波堤南灯台付近

の水域に向かった。 

    船長Ａは、舵輪の手前に立って操船に当たり、清見寺船だまりから興津第２

ふ
・

頭と袖師第１ふ
・

頭とによって形成された水路（以下「興津水路」という。）

に出たところで機関を回転数毎分（rpm）１,３００～１,４００にかけ、同水

路に沿ってその中央部を南進した。 

    船長Ａは、興津水路を南進中、袖師第１ふ
・

頭により港奥から興津水路の南口

沖に向けて東進してくる船舶を視認できないことを承知していたが、夜明け

が早いので漁船は既に出港しており、港奥から出港してくる他船はいないだ

ろうと考えた。 

Ａ船は、興津水路の南口付近に差し掛かったところで、針路を約１４０°
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（真方位、以下同じ。）に定め、機関の回転数を１,６００～１,７００rpm に

上げて約９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）とし、目的地付近に

向けて南進を続けた。 

    船長Ａは、その後右舷船首５０°５０ｍ付近に自船に向けて接近してくるＢ

船に初めて気付いたが、衝突を避けるための動作をとることができなかった。 

Ａ船は、０５時３０分ごろ、興津第２ふ
・

頭南西端の南南東方３００ｍ付近に

おいて、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とがほぼ直角に衝突した。 

衝突後、船長Ａは、船長Ｂ及び同乗者Ｂに安否を尋ねたのち、Ｂ船の係留地

までえ
・

い
・

航することを申し出てえ
・

い
・

航索を渡し、Ｂ船のえ
・

い
・

航を開始した。 

(2) Ｂ船 

    Ｂ船は、専ら海釣りに使用するモーターボートで、０５時１５分ごろ船長Ｂ

が同乗者Ｂを乗せ、駿河湾の北西岸沖で釣りを行う目的をもって、静岡市清

水区袖師町所在の袖師船だまりを発し、東燃ゼネラル石油清水油槽所の桟橋

と袖師第２ふ
・

頭との間の水路（以下「袖師船だまり水路」という。）を南進し

た。 

船長Ｂは、袖師船だまり水路の南口付近に至ったとき、駿河湾の北岸に流

れ込む興津川の河口沖で釣りをした後、目的地に向かうことを思いつき、船

首を清水港外港防波堤北端と新興津ふ
・

頭とで形成された防波堤入口（以下

「興津ふ
・

頭側防波堤入口」という。）の中央部に向けて針路を約０５０°に定

め、約２０～２２kn に増速して東進した。 

船長Ｂは、興津水路の奥に清見寺船だまりなどがあることを承知していた

が、早朝であるうえに前方に他船を視認しなかったことから、やや気持ちが

緩んだ状態で舵輪の手前に立って操船に当たった。 

    同乗者Ｂは、船長Ｂの左横に立って前を見ていたところ、前部甲板に置いて

いた仕掛けが風で飛びそうになったので、その仕掛けを取りに行くつもりで

その場を離れ、左舷側の舷側に沿って前部甲板に赴いたとき、至近に迫って

いるＡ船に初めて気付いた。 

船長Ｂは、前部甲板に向かう同乗者Ｂの動きに気をとられ、接近するＡ船

の存在に気付かなかったため、Ａ船を初めて視認したときには、既に至近に

迫っていて衝突を避けるための動作をとることができず、右舷方に顔を背け

た。 

Ｂ船は、０５時３０分ごろ、興津第２ふ
・

頭南西端の南南東方３００ｍ付近

において、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の船首部とがほぼ直角に衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で操縦席付近の側壁に左肩を打ち付け、同乗者Ｂは、

Ａ船から逃げようとしたとき、衝突の衝撃で前部甲板上に転倒し、甲板上の
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突起物などに顔面及び左肩を打ち付けた。 

船長Ｂは、同乗者Ｂの容態及び船体の損傷状況を確認した後、船長Ａのえ
・

い
・

航の申し出を受け入れ、Ａ船からえ
・

い
・

航索を受け取ってＢ船の船首部に結

んだ。 

Ｂ船は、Ａ船にえ
・

い
・

航されて袖師船だまりに向かっているとき、船体の損

傷部から海水が浸入して船尾から沈み始め、着岸した後に沈没した。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、袖師船だまりにいた釣り人から海上保安庁に通報

したことを知らされるとともに、同釣り人が手配した救急車で病院に搬送さ

れた。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年７月２０日０５時３０分ごろで、発生場所は、清

水真埼灯台から３４６°１,４００ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死傷に関する情報 

(1) Ａ船 

死傷者はいなかった。 

(2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、左肩打撲を負ったが、治療は１回だけであった。 

    同乗者Ｂの診断書によれば、左肩腱板損傷、顔面挫創、顔面及び左目瞼挫傷

を負い、全治６～８ヶ月と診断された。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、船首部右舷側に破口を伴う凹損が生じた。 

(2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、左舷船尾部の外板が幅６０cm 高さ７０cm にわたっ

て損壊した。なお、船体を引き揚げる際、操縦席用のオーニング及びスパン 

カー用マストに損傷が生じた。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ６７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和５０年７月１１日 
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      免許証交付日 平成１７年３月８日 

             （平成２２年１２月７日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ５７歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 平成２年７月５日 

      免許証交付日 平成１７年６月２３日 

             （平成２２年７月４日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

     昭和３１年ごろ旋網漁船に乗り組み、同４５年ごろから２トン程度の船で

桜えび漁に従事するようになったものの、その後専業漁師を辞め、桜えび漁

を手伝う傍ら時折Ａ船を運航して海釣りをしていた。 

② 健康状態 

     本事故当時は、良好な健康状態で、疲労感などはなかった。 

視力（裸眼）は、右目０.７左目１.０で、聴力に問題はなかった。 

   船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

 ① 主な乗船履歴 

     平成３年ごろから専ら海釣りの目的でモーターボートを所有していた。平

成１４年にＢ船を購入し、夏場には週１回程度の割合で運航していた。 

② 健康状態 

本事故当時は、良好な健康状態で、疲労感などはなかった。 

視力（矯正）は、両眼とも０.７若しくは０.８で、聴力に問題はなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

     船 舶 番 号  ２４１－１５３３２静岡 

     船 籍 港  静岡県静岡市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ５トン未満 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  ８.５５ｍ×２.０６ｍ×０.７４ｍ 

     船 質  ＦＲＰ 
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     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  １３９kＷ（連続最大） 

     最大搭載人員  旅客１１人、船員１人計１２人 

     用    途  遊漁船 

(2) Ｂ船 

    船 舶 番 号  ２４０－１３０７２静岡 

    船 籍 港  静岡県静岡市 

    船舶所有者  個人所有 

    総 ト ン 数  ５トン未満 

    Ｌ r×Ｂ×Ｄ  ７.１８ｍ×１.８０ｍ×０.７０ｍ 

    船 質  ＦＲＰ 

    機 関  ガソリン機関１基 

    出 力  ６６kＷ（連続最大） 

    最大搭載人員  旅客６人、船員１人計７人 

    用    途  プレジャーモーターボート 

 

2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

    船長Ａの口述によれば、積荷はなく、喫水は、船首０.２５ｍ船尾１.５０

ｍぐらいであった。 

(2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、積荷は釣り道具だけであり、喫水は、船首０.５

ｍ船尾１.０ｍぐらいであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

① 操舵室は、船体中央部のやや船尾寄りにあり、同室の船首側に楕円形の

煙突があるが、見張りの妨げとなる状態ではなかった。 

     ② 操舵室の前面中央に舵輪があり、その左舷側に主機遠隔操縦装置を、船

首側に魚群探知機とＧＰＳプロッターをそれぞれ備えていたが、音響信号

装置を装備していなかった。 

    船長Ａの口述によれば、航走による船首部の浮上はなく、本事故当時、

主機及び操舵装置等に故障はなかった。また、遊漁船として運航したこと

はなかった。 
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(2) Ｂ船 

   船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 船体中央部に船室があり、同室の船尾側に隣接して舵輪及び主機遠隔操

縦装置が取り付けられた操縦席を配していた。 

② 舵輪は船首尾線のやや右舷寄りにあり、その左斜め前方にＧＰＳプロッ

ターを備えていたが、音響信号装置を装備していなかった。 

③ 見張りの妨げとなる船体構造物及び航走による船首部の浮上はなく、前

方の見通しは良かった。 

④ 本事故当時、主機及び操舵装置等に故障はなかった。 

（写真１ Ａ船、写真２ 引き揚げられたＢ船 参照）  

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び日出時刻 

(1) 事故現場の北北東約２.４km に位置する清水地域気象観測所の記録によれ

ば、次のとおりであった。 

    ０５時３０分 風向 北、平均風速 １.５m/s、最大瞬間風速 ２.４m/s、

気温 ２５.５℃、日照時間 ０分、降水量 ０mm 

(2) 天測暦によれば、清水港における日出時刻は０４時４６分であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

(1) Ａ船 

    Ａ船長の口述によれば、天気晴れ、風及び波はともになく、視界は良好で

あった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船長及び同乗者Ｂの口述によれば、風及び波はともになく、視界は良

好であった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

(1) 興津第１及び第２ふ
・

頭並びに袖師第１及び第２ふ
・

頭は、清水港の北部に位 

置しており、東側から順に南方に向けて突き出ている。 

(2) 興津水路は、長さ約８００ｍ幅約３００ｍあり、その奥に清見寺船だまりな 

どがある。 

(3) 袖師第１ふ
・

頭の東側はコンテナ船専用岸壁で、岸壁上には数多くのコンテナ 

が積み重ねられていた。 

 



 - 8 -

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故に至る経緯 

２.１から、Ａ船は、清水港外防波堤南灯台付近に向けて興津水路の南口付近を

針路約１４０°約９kn の速力で南進中、Ｂ船は、興津ふ
・

頭側防波堤入口に向けて

興津水路の南口付近を針路約０５０°約２０～２２kn の速力で東進中、両船が衝

突したものと考えられる。 

 

3.1.2 衝突時刻及び同場所 

２.１から、衝突時刻は０５時３０分ごろで、衝突場所は清水真埼灯台から 

３４６°１,４００ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突角度及び同箇所 

２.１及び２.３から、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とがほぼ直角に衝突した

ものと考えられる。 

 

３.２ 衝突の要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

２.４から、船長Ａ及び船長Ｂは、ともに適法で有効な操縦免許証を有していた。

また、本事故当時、良好な健康状態であったものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

２.１及び 2.5.3 から、本事故当時、Ａ船及びＢ船は、ともに主機及び操舵装置

等に故障はなかったものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象等 

  ２.６から、天気は曇り、風は風力１の北風、視界は良好、海面は穏やかであっ

たものと考えられる。 

また、日出時刻は、０４時４６分であったものと考えられる。 

 

3.2.4 見張り及び操船の状況 

(1) 2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、ともに見張りの妨げとなる船体構造物等は

なかったものと考えられる。 
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(2) 3.1.1 から、Ａ船はＢ船を右舷船首約６７°に、Ｂ船はＡ船を左舷船首約

２３°にそれぞれ視認できる態勢で互いに接近した可能性があると考えられ

る。 

(3) ２.１及び上記(2)から、船長ＡはＢ船が右舷船首６７°５０ｍ付近に接近

するまでその存在に気付かず、船長ＢはＡ船が至近に迫るまでその存在に気

付かなかったものと考えられる。 

(4) ２.１から、両船は、衝突直前まで互いの存在に気付かなかったため、衝

突回避の動作をとることなく衝突したものと考えられる。 

 

 3.2.5 本事故現場付近の見通し状況 

(1) ２.７及び 3.1.1 から、Ａ船が興津水路の南口付近に差し掛かるまで、袖

師第１ふ
・

頭によりＡ船とＢ船は互いに視認できない状況であったものと考え

られる。 

(2) ２.７、3.1.1 及び 3.1.2 から、Ａ船とＢ船がともに適切な見張りを 

行っていれば、０５時２９分ごろ、両船が互いに視認できる状況となり、そ

の後衝突のおそれの有無について判断し、かつ、衝突を避けるための動作を

とる時間的余裕はあったものと考えられる。 

 

 3.2.6 航法の適用 

３.１及び 3.2.3～3.2.5 から、両船は、互いに他の船舶を視認できる状況におい

て、Ａ船がＢ船を右舷船首約６７°、Ｂ船がＡ船を左舷船首約２３°に見て、ほぼ

一定の針路、速力で接近していたことから、両船は互いに進路を横切り、衝突する

おそれがあったものと考えられる。両船は、港則法が適用される清水港内を航行し

ていたが、同法には、このような状況において適用する航法規定がないことから、

海上衝突予防法第１５条（横切り船）、同法第１６条（避航船）及び同法第１７条

（保持船）の規定が、次のとおり適用されるものと考えられる。 

Ａ船は、Ｂ船を右舷側に見る態勢であったので、Ｂ船の進路を避けなければなら

なかったものと考えられる。一方、Ｂ船は、その針路及び速力を保たなければなら

ず、Ａ船と間近に接近したため、Ａ船の動作のみではＡ船との衝突を避けることが

できないと認められる状況となったとき、衝突を避けるための最善の協力動作をと

らなければならなかったものと考えられる。 

 

3.2.7 事故発生に関する解析 

２.１、2.5.3、３.１及び 3.2.3～3.2.6 から、次のとおりであった。 

(1) 興津水路の南口付近において、Ａ船は約９kn の速力で南進中、Ｂ船は約
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２０～２２kn の速力で東進中、両船が互いに進路を横切り、衝突のおそれ

のある態勢で接近したものと考えられる。 

(2) Ａ船は、興津水路の南口付近に差し掛かったとき、右舷方に港奥から出港

してくるＢ船を視認でき、Ｂ船と衝突のおそれのある態勢で接近しているこ

とが分かる状況であったが、Ｂ船の存在に気付かず、Ｂ船の進路を避けな 

かったものと考えられる。 

(3) 船長Ａは、夜明けが早い時期であることから、漁船は既に出港しており、

港奥から出港してくる他船はいないものと思い込み、右舷方の適切な見張り

を行わなかった可能性があると考えられる。 

(4) Ｂ船は、左舷方に興津水路から南進してくるＡ船を視認でき、Ａ船と衝突

のおそれのある態勢で接近していることが分かる状況であったが、Ａ船の存

在に気付かず、Ａ船と間近に接近する状況となっても衝突を避けるための協

力動作をとらなかったものと考えられる。 

(5) 船長Ｂは、早朝であるうえに前方に他船を視認しなかったことから、気持

ちが緩み、左舷方の適切な見張りを行わなかった可能性があると考えられる。 

(6) Ａ船及びＢ船は、ともに音響信号装置を装備していなかったものと考えら

れる。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、静岡県清水港の興津水路南口付近において、Ａ船が南進中、Ｂ船が東

進中、両船が互いにその存在に気付かなかったため、衝突のおそれのある態勢で接

近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

Ａ船がＢ船の存在に気付かなかったのは、船長Ａが、夜明けが早い時期であるこ

とから、漁船は既に出港しており、港奥から出港してくる他船はいないものと思い

込み、右舷方の適切な見張りを行わなかったことによる可能性があると考えられる。 

Ｂ船がＡ船の存在に気付かなかったのは、船長Ｂが、早朝であるうえに前方に他

船を視認しなかったことから、気持ちが緩み、左舷方の適切な見張りを行わなかっ

たことによる可能性があると考えられる。
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 引き揚げられたＢ船 

 

 

 




